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１．小規模企業共済制度の付加共済金の概要
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●共済金の額は、予定利率に対応した固定額の「基本共済金」と、
実際の運用収入等に応じて支給される「付加共済金」の合計額として算定。

●「付加共済金」は、運用収入等の状況に応じて
毎年度定められる「支給率」を基に、基本共済金に上乗せされる。

●「付加共済金」は、平成8年の制度導入以降、平成30年度に初めて支給を実施。

（１）「支給率の基準となる率」の算定

（２）「支給率」の決定

付加共済金の支給率を決定するための計算方法

①（分子）付加共済金原資額 (施行規則第10条の2第1項）
直近実績（運用資産においては令和４年1月末実績）に基づいて、運用収

入・掛金等収入、共済金等の支払いに充てる額、責任準備金に積み増す額及び
給付経理から業務等経理への繰入額を推計して得た、令和４年度末の剰余金
見込額。

②（分母）仮定共済金等の発生見込総額 (施行規則第10条の2第２項）
令和４年度の仮定共済金額及び仮定解約手当金額に、共済事由別の将来
発生割合を乗じて得た金額の合計額。

上記（１）で算定した率を基準としつつ、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、支給率を決定する。

付加共済金原資額の算定イメージ

共済金の支給イメージ

支給率の基準となる率 =
①付加共済金原資額（当該年度末の剰余金見込額）

②仮定共済金等の発生見込総額

仮定共済金額及び仮定解約手当金額：すべての共済契約者が基準月※において脱退したと仮定した場合、
それぞれの共済事由が生じたものとみなして支払われる共済金及び解約手当金の額。

※ 基準月：掛金納付月数が「３６月」又は「３６月＋１２月の整数倍の月数」となる各月。

基本共済金
（固定額※）

付加共済金
（毎年度計算）

※掛金納付月数及び共済事由に応じ政令
で定める金額により計算。

責
任
準
備
金
な
ど

負債

資産

▲
令和４年

3月末

▲ ▲
令和４年

1月末
令和５年

3月末

負債

資産 付加共済金原資額

＋ 運用収入・掛金等収入

－
共済金等の支払額
責任準備金の積増し額
業務等経理への繰入額

推計期間
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２．「支給率の基準となる率」の算定
①「付加共済金原資額（令和４年度末の剰余金見込額）」（分子）を算定すると4,852億円となる。
（算定方法）
（イ 当該年度の運用収入・掛金等収入）－（ロ 当該年度の共済金等の支払いに充てる額）－（ハ 当該年度末以降の共済金等の支払いに
充てるため、当該年度の前年度末の責任準備金に積み増す額） －（ニ 当該年度に業務等経理に繰り入れる額） ＋（ホ 当該年度の前年度
の年度末の剰余金見込額）により算定。

付加共済金原資額（令和４年度の剰余金見込額）の算定 小規模企業共済制度の財政収支の予測

※1 令和３年12月末実績（運用収入、信託運用損については令和4年1月末実績）をもとに令和３年度末及び令和４年度末の財政状況を推計。
※2 運用有価証券信託に係る担保預り金は資産・負債に同額計上していることから、共に控除している
※3 端数処理の都合上、各勘定科目の合計値が一致しないことがある。

(金額単位 : 億円)

①
②

③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑩
⑨

付加共済金原資の算定過程 金 額 内 訳 備 考

イ
令和４年度の運用収
入・掛金等収入 8,947億円

掛金等収入
（①＋④）

8,210億
円

在籍者数から推計。新規加入者数は、令和
3年度実績を元に算出。その他（掛金未納
者の解約手当金等の時効経過による繰入
等）26億円を含む。

運用収入
（②） 737億円 債券のクーポン、生命保険資産等による収入。

信託運用損
益（⑦） 0億円

運用リスクは「３．「支給率」の算定に当たっ
て「その他の事情を勘案」について（14ヵ月の
推計リスク）」で考慮することとし、この段階で
は０（据え置き）と仮定する。

－ ロ 令和４年度の共済金
等の支払に充てる額

5,715億円

共済金等
（⑤＋⑩）

5,456億
円

在籍者数をベースに、実績脱退率（直近３
カ年）から脱退者数を推計し、そこから共済
金及び解約手当金の額を算定。
その他（前納減額金等）86億円を含む。

分割共済金
（⑥） 259億円 脱退者のうち一定割合が分割支給を選択す

るものとして推計して算定。

－ ハ 令和３年度末の責任
準備金に積み増す額 3,653億円

責任準備金
繰入（増加）
（⑧）

3,653億
円 ４年度末の在籍者に対する責任準備金と、

３年度末の在籍者に対する責任準備金との
差額。分割共済金受給者に対する責任準
備金を含む。

責任準備金
戻入（減少）
（③）

0億円

－ ニ 令和４年度の業務等
経理に繰り入れる額 67億円 業務等経

理繰入（⑨） 67億円 令和4年度の給付経理から業務等経理への
繰入額。

＋ ホ 令和３年度末の剰余
金 5,341億円

イ－ロ－ハ－ニ＋ホ ＝
令和４年度末剰余金見込額 4,852億円

令和２年度
実績

令和３年度
見込

令和４年度
見込

1 収益 12,435 8,704 8,947

掛金等収入 7,161 7,620 8,183

運用収入等 5,227 1,059 737

うち信託運用益 4,406 299 0

責任準備金戻入 0 0 0

その他 47 24 26

2 費用 8,248 9,020 9,435

5,096 4,886 5,370

分割共済金 263 265 259

信託運用損 0 0 0

2,786 3,731 3,653

業務等経理繰入 37 51 67

その他 66 87 86

3 4,187 ▲316 ▲488

4 資産 105,704 109,178 112,440

5 負債 100,047 103,837 107,587

基本額に係る責任準備金 97,168 100,942 104,584

分割責任準備金 1,488 1,444 1,455

その他 1,392 1,451 1,548

6 剰余金・欠損金 （ = 4 - 5  ） 5,657 5,341 4,852

運用利回り 5.26% 0.99% 0.67%

国内債券（簿価） 0.99% 0.91% 0.84%

短期資産 0.01% 0.00% 0.00%

融資経理貸付金 1.00% 1.00% 1.00%

信託資産 25.75% 1.42% 0.00%

生命保険資産 2.10% 1.11% 1.11%

当期利益･損失 （ = 1 - 2  ）

共済金等

責任準備金繰入

区　分

令和３年度推計
時の１σ水準の損
失見込み額
▲1,398億円

令和３年度推計
時の2σ水準の損
失見込み額
▲3,561億円

出典：第17回共
済小委員会（令
和3年3月）資料
2３．「支給率」の
決定に当たっての「
その他の事情を勘
案」について（14ヵ
月の推計リスク）」
より。

（注）
令和３年度の付
加共済金算定時
（第17回共済小
委員会）の令和
３年度剰余金見
込額は、4,163億
円

5,341億－
4,163億円 ＝
1,178億円
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２．「支給率の基準となる率」の算定（つづき）
②「仮定共済金等の発生見込総額」※（分母）を算定すると９兆４７９億円となる。
※令和４年度の基準月*時点で、すべての共済契約者が脱退したと仮定した場合に支給すべき共済金及び解約手当金の額に、共済事由毎（A共済、B
共済及び準共済）の発生割合を乗じて算定した金額の総額。（＊基準月：掛金納付月数が「３６月」又は「３６月＋１２月の整数倍の月数」となる各月。）

「小規模企業共済法施行規則」
（支給率）
第十条の二
２ 法第九条第五項の当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、当該年度において基準月を有すること
となる全ての掛金区分について、当該基準月における掛金納付月数に応じた仮定共済金額に当該掛金区分に係る法第九条第一項 各号に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合を乗じて得た金額と、当該基準月における掛
金納付月数に応じた仮定解約手当金額に当該掛金区分に係る法第七条第四項各号（同項第一号に掲げる事由のうち当該共済契約者が同号の会社の役員になつたものを除く。）に掲げる事由が生ずることが見込まれる割合
を乗じて得た金額との合計額とする。

算定方法（施行規則第10条の２）
１．令和４年度の基準月時点で、掛金納付期間が36月以上の全在籍口数（１口500円）を１年毎のグループに区分。
２．掛金納付期間別の共済事由別仮定共済金額等の発生見込額を算定。
３．２．掛金納付期間別の共済事由別仮定共済金額等の発生見込額を足し上げ、総額を算定する。

１．1年毎の掛金納付期間別に区分

左の在籍口数での
仮定共済金額等
の発生見込額

左の在籍口数での
仮定共済金額等
の発生見込額

左の在籍口数での
仮定共済金額等
の発生見込額

令
和
４
年
度
の
基
準
月
時
点
で
36
月
以
上
と
な
る

全
在
籍
口
数
（
１
口
５
０
０
円
）

令和３年度末で2年
（24～35月）の
在籍口数

令和３年度末で3年
（36～47月）の
在籍口数

令和３年度末で4年
（48～59月）の
在籍口数

・
・
・

・
・
・（合計）

２．区分した掛金納付期間別の共済事由別仮定共済金額等の発生見込額を算定
（例：令和４年度の掛金納付期間が３年となる場合）

× 在籍年数３年の区分に係る
Ａ仮定共済金発生見込額

在籍年数３年の区分に係る
Ｂ仮定共済金発生見込額

在籍年数３年の区分に係る
仮定解約手当金発生見込額

36月目の
Ａ共済金額／口

基準月の
仮定共済金額等

基準月以降の脱退の
将来発生割合

36月目の
Ｂ共済金額／口

36月目の
準共済金額／口

３年目以降の
Ａ事由将来発生割合

３年目以降の
Ｂ事由将来発生割合

３年目以降の
準事由将来発生割合

×

＝

掛金納付年数３年の
仮定共済金等の発生見込額

令和３年度末での
掛金納付年数2年
の在籍口数

令和３年度末での
掛金納付年数2年
の在籍口数

×

×

×

×

＝

＝

３．発生見込額を足し上げ、総額を算定

算定の流れ（イメージ図）

令和３年度末での
掛金納付年数2年
の在籍口数
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２．「支給率の基準となる率」の算定（つづき）

以上①、②から、③「支給率の基準となる率」を算定すると0.05363となる。

支給率の基準となる率 ＝
①付加共済金原資額（令和４年度末の剰余金見込額）

②仮定共済金等の発生見込総額

=
4,852億円
9兆479億円

＝ 0.05363

２．で算定した率を基準としつつ、「当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して」、付加共済金
の支給率を決定する。

●付加共済金に充てるべき額の算定については、１月以降の市場の動向や今後の運用収入の見込みを勘案する。

【（第１１回）共済小委員会において決定された事項】
当該年度末の剰余金見込額から推計リスク２σ分を控除し、残りの１/２を付加共済金原資として計算する。
支給しない残りの１/２は留保し、次年度以降の付加共済金原資からは控除。
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３．「支給率」の決定に当たっての「その他の事情を勘案」について（14ヵ月の推計リスク）

水準 水準以下に含まれる確率
（発生頻度） 損失見込み額

▲1σ 15.87%
（6年に1度程度） 1,418億円以上

▲2σ 2.28%
（40年に1度程度） 3,625億円以上

▲3σ 0.14%
（700年に１度程度） 5,832億円以上

正規分布における事象の発生確率

▲3,625 億円（※）

▲２σ水準の推計リスク

○期待収益率・標準偏差を用いた簡易推計

令和4年1⽉末の委託運⽤資産額を基準に14ヵ⽉後の令和5年3⽉末の利益剰余⾦を⾒込む
ため、委託運⽤資産の期待収益率と標準偏差から推計期間のリスク（変化額）を算出

【（第11回）共済小委（平成30年3月）におい
て決定された事項】
足下の環境（時価資産の変動リスクの高まり）を
踏まえ、2σでの推計が妥当。

※【14ヵ月分の委託運用資産の増減の推計】
推計には、以下の数値・計算式を用いる。
・委託運用資産計算元本･･･令和4年1月末の委託運用資産額：2兆680億円
・計算方法･････････････・・委託運用資産全体の期待収益率（3.27%）と標準偏差（9.88%）から、委託運用資産全体の変動額を計算。

（計算式（２σ水準の場合）：委託運用資産計算元本×（3.27％×（14/12）－9.88% ×2×√（14/12） ）
「令和4年度末剰余金見込額」算出時には委託運用資産の期待収益率を加味していない為、上記計算式にて算出。
なお、期待収益率と標準偏差は、基本ポートフォリオ検証時（令和３年10月実施）に計算された値で、野村證券株式会
社が毎年度公表する「フォワードルッキング（2021年度版）」（2021年８月公表）で用いられている経済シナリオと、委託
運用各資産のインデックスデータの過去実績値をベースに算定。
（各資産の期待収益率(参考)…国内株式：4.7％、国内債券：0.5％、外国株式：7.2％、外国債券：1.2％）

・計算期間･･･・･････････・･14ヵ月
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令和４年度末
剰余金見込額

推計リスク
控除額

過年度の留保額は、剰余金見込
額から控除する。

令和４年度末の剰余金見込額から過年度の留保
額と推計リスクを控除した残額を1/2すると、付加共
済金原資額が456.3億円発生する。

4．まとめ（その他の事情を勘案した付加共済金原資額について）
平成30年度及び令和３年度の付加共済金を支給することとした際の留保額（315.1億円
各年度の付加共済金原資額から、推計リスク2σ分を控除した残りの1/2（※）の合計額）を
令和4年度末の剰余金見込額（4,852.5億円）から控除する。

平成30年度及び令和３年度の付加共済金を支給することとした際の留保額を控除した後の令
和4年度の付加共済金原資額（4,537.4億円）から、推計リスク２σ分（3,624.8億円）
を控除した残額の1/2は456.3億円となり、これを「付加共済金の原資」として支給率を算定す
ると、令和４年度の支給率は0.00504となる。

4,852.5億円

留保額 315.1億円

4,537.4億円
２σ

3,624.8億円

【（第1１回）共済小委において定めた留保額（平成30年度及び令
和３年度の付加共済金原資額から、推計リスク2σ分を控除した残りの
1/2の合計額）】

1/2 1/2

付
加
共
済
金

積
立
留
保

456.3億円 456.3億円

912.6億円

（※）【（第5回）共済小委（平成27年12月）において決定された事項】
当面、剰余金のうち１／２に相当する額を付加共済金の原資とし、残り１／２に相当する額を積立金に当てることとする。



令和4年度の付加共済金の支給率

＝
①’付加共済金原資に充てるべき額（＝①剰余金見込額－留保額－推計リスク２ ）

②仮定共済金等の発生見込総額

=
（4,852.5億円－315.1億円－▲２σ水準3,624.8億円）／２

9兆479億円

＝ 0.00504

8

上記を踏まえた付加共済金に充てるべき額（まとめ）

（剰余金見込額4,852.5億円）－（平成30年度及び令和３年度の付加共済金を
支給することとした際の留保額315.1億円）ー（2σ水準の推計リスク3,624.8億円）
＝912.6億円
が2σ水準控除後の剰余金見込額となる見込み

（１）▲２σ水準の推計リスクを見込んだ剰余金見込金額

2σ水準の推計リスクを控除後の剰余金見込額912.6億円のうち1/2を積み立て、
残り1/2を付加共済金原資に充てるべき額とする
→付加共済金原資に充てるべき額 912.6億円×1/2＝456.3億円

（２）付加共済金原資に充てるべき額
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５．令和４年度の付加共済金の支給率の決定

● 令和４年度の付加共済金の支給率は「0.00504」とする。

付加共済金の支給率（案）
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